
医学部入学生の修学資金返還免除までの標準的進路体系図です。

医学部進路体系図
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産業医科大学は日本でただ一つ、
産業医の資格を取得できる教育を

行っている大学です。

修学資金貸与期間
（6年間）

修学資金返還猶予期間　　　　　　　　　（6年間×1.5倍＝9年間※最短） ●返還免除
　　各コースまたは大学院を修了後5年間「産業
　医等の職務」に就けば、コースまたは大学院の
　4年間が産業医等として勤務した期間とみなさ
　れます。
　　一般的に大学卒業後、9～11年間を要します。

●「産業医等の職務（5年間）」について
　　5年間のうち産業医の職務に2年間以上就か
　なければなりません。（なお、産業医学卒後修
　練課程の中で就くこともできます。）
　　残りの期間（3年以内）については、産業医
　の職務に従事する以外は、産業医科大学の教員、
　労災病院の医師などの職務に従事することもで
　きます。

産業医学卒後修練課程

※本課程修了にはコースにより4～6年かかります。

臨床研修

＜必修＞

（2年間）

●産業医等の職務（5年間）

●産業医等の職務（5年間）

●産業医等の職務（5年間）

●産業医等の職務（5年間）

産業医修練コースII
（4年間）

産業医修練

臨床修練
（産業医科大学病院又は他病院）

大学院（4年間）

医師国家試験合格
医師免許取得

＋

産業医資格取得

産業保健研修コース
（3年間）

産業医修練コースI
（2年間）

産業医
事業場
研修

産業医学研究
（産業医科大学）

臨床修練
（産業医科
　大学病院

　　又は他病院）

修学資金返還免除後の職務

産　業　医

産業医科大学の教員

労災病院の医師

一般病院の医師等

入
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一般医学を学ぶ

医学部（6年間）

産業医学を学ぶ
産業医資格取得のための
教育を行います
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産業医修練
他の医学部同様
医師臨床研修マッ
チングシステムに
より臨床研修病院
が決まります。
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